
○ホームヘルパーとは？
　介護に関する知識・技術を習得した訪問介護員が介護保険法・障がい者総合支援法に基づき、

要介護者のご自宅に訪問し、在宅で『自立した生活／安心した生活』を送ることができるよう、

また、介護者の負担を軽減できるように支援をさせていただきます。

○何をしてもらえるの？
　サービス内容は、大きく分けて２種類あります。

＊ご希望の内容により、身体介護と生活（家事）援助を組み合わせてのご利用も可能です。

＊直接ご利用者様の援助にならない行為や日常生活の援助とならない行為は、保険制度上、

　サービスの対象となりませんのでご了承ください。（例：草むしりや水やり、ペットの

　世話、来客の対応、大掃除等）

○利用できる対象者は？
・事業対象者、要支援または要介護認定を受けられた方。

・身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者（児）。

・上記２点のどちらかに該当し、事業所所在地から半径５キロ圏内にお住まいの方。

○利用できる時間は？
・月曜日から土曜日（１２月３１日から１月３日を除く）

・８時００分から１８時００分まで

○利用料金は？ ※当事業所の利用料金となります。１割負担の場合です。

生活（家事）援助身体介護

・食事介助

・排泄介助

・入浴介助

・掃除

・洗濯

・食事準備や調理

・買い物代行 等



坂祝町社協指定訪問介護事業所（介護保険法）

訪問型サービスＡ

※１回ごとの料金となります。
※上記の利用料金に、介護職員処遇改善加算として１０％が割増されます。

介護予防訪問介護相当サービス

※月額となります。
※上記の利用料金に、介護職員処遇改善加算として１０％が割増されます。
※初回利用月には、初回加算として１ヶ月あたり２００円が加算されます。

指定訪問介護サービス

【要介護１～５】

※１回ごとの料金となります。
※上記の利用料金には、特定事業所加算として１０％が割増されています。
※初回利用月には、初回加算として１ヶ月あたり２００円が加算されます。
※上記の利用料金に、介護職員処遇改善加算として１０％が割増されます。
※他にもサービス内容に応じた区分があります。

坂祝町社協指定居宅介護事業所（障がい者自立支援法）

※１回ごとの料金となります。
※上記の利用料金には、特定事業所加算として１０％が割増されています。
※初回利用月には、初回加算として１ヶ月あたり２００円が加算されます。
※他にもサービス内容に応じた区分があります。

＊ご不明な点やご質問等がありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
　坂祝町社協指定訪問（居宅）介護事業所（坂祝町社会福祉協議会内）
　ＴＥＬ：０５７４－２７－７９１１ＦＡＸ：０５７４－２６－８９７４

家事援助
３０分未満 ３０分以上４５分未満 ４５分以上１時間未満
１１４円 １６６円 ２１４円

身体介護
３０分未満 ３０分以上１時間未満 １時間以上１時間３０分未満

２７９円 ４３９円 ６３９円

３０分以上１時間未満
１８３円 ２７４円 ４３５円

生活援助
２０分以上４５分未満 ４５分以上

２００円 ２４６円

事業対象者、要支援２
週２回を超える程度
３，７１５円

身体介護
２０分未満 ２０分以上３０分未満

事業対象者、要支援１・２
週１回程度
１，１７２円

事業対象者、要支援１・２
週２回程度
２，３４２円

事業対象者、要支援１・２
１ヶ月の中で全部で４回まで

２３４円

事業対象者、要支援１・２
１ヶ月の中で全部で５回から８回まで

２３４円


